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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第126期中は１株当たり中間純損失であり、潜

在株式が存在しないため、また第126期、第127期中、第127期及び第128期中は潜在株式が存在しないため記

載していない。 

３．第126期中の中間純損失及び第126期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴

う減損損失の計上によるものである。 

回次 第126期中 第127期中 第128期中 第126期 第127期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 51,384 53,289 54,217 107,797 111,040 

経常利益 （百万円） 1,340 894 880 2,919 2,009 

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△） 

（百万円） △593 363 274 379 2,377 

純資産額 （百万円） 55,354 56,122 56,486 57,410 57,528 

総資産額 （百万円） 103,593 106,994 109,203 110,224 114,989 

１株当たり純資産額 （円） 614.34 620.57 624.48 637.19 636.42 

１株当たり中間（当期）
純利益又は 
中間純損失（△） 

（円） △6.59 4.03 3.05 4.21 26.38 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 53.4 52.3 51.5 52.1 49.9 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 2,217 1,148 2,774 5,856 3,439 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △2,406 △2,392 △2,246 △5,566 △3,298 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △1,061 △744 △2,285 215 △292 

現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高 

（百万円） 10,452 10,220 10,301 12,209 12,058 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用人員） 
（名） 

2,975 

(820) 

3,007 

(876) 

3,205 

(978) 

2,970 

(808) 

3,168 

(909) 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第126期中は１株当たり中間純損失であり、潜

在株式が存在しないため、また第126期、第127期中、第127期及び第128期中は潜在株式が存在しないため記

載していない。 

３．第126期中の中間純損失及び第126期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴

う減損損失の計上によるものである。 

回次 第126期中 第127期中 第128期中 第126期 第127期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 49,076 50,999 51,266 103,103 105,202 

経常利益 （百万円） 1,136 911 1,011 2,294 1,814 

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△） 

（百万円） △654 505 528 33 2,544 

資本金 （百万円） 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 

発行済株式総数 （千株） 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 

純資産額 （百万円） 49,809 50,182 50,702 51,502 51,573 

総資産額 （百万円） 95,105 98,443 98,428 101,334 102,284 

１株当たり純資産額 （円） 552.47 556.66 562.44 571.29 572.09 

１株当たり中間（当期）
純利益又は 
中間純損失（△） 

（円） △7.26 5.60 5.86 0.37 28.23 

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 

自己資本比率 （％） 52.4 51.0 51.5 50.8 50.4 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用人員） 
（名） 

2,305 

(478) 

2,339 

(445) 

2,346 

(459) 

2,275 

(477) 

2,305 

(450) 



２【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、製版・印刷・製本及びこれらに関連する付帯事業を中心として、事

業を展開している。 

 当中間連結会計期間において、事業内容に重要な変更はない。また、主要な関係会社の異動については、「３ 関

係会社の状況」に記載している。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。 

  

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員である。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員である。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員である。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員である。 

(3) 労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はない。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

（持分法適用関連会社） 

デジタルカタパルト(株)  
東京都千代田区 146 

インターネット 

付随サービス業 
39.13 

デジタルコンテン

ツ制作の受託をし

ている。  

  平成19年９月30日現在

事業の部門等の名称 従業員数（名） 

出版印刷部門   651(149) 

商業印刷部門   1,749(419) 

生活資材部門   404(108) 

管理部門その他   401(302) 

合計   3,205(978) 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 2,346(459) 



第２【事業の状況】 

 金額は消費税等抜きで記載している。 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、高水準の企業収益や雇用情勢の改善を背景に、回復基調を持続し

た。しかしながら、印刷業界においては、価格競争の激化に加え、原材料価格の高騰により、厳しい状況が続い

た。 

 このような事業環境の中で当社グループは、グループ経営ビジョン「Kyodo Spirit 2005－新しい視点・新しい

行動－」の３年目として、成長性、収益性、効率性の向上に取り組んできた。 

 成長性の向上については、お客様との関係強化に努め、お客様の課題解決のための企画提案・技術提案などを積

極的に行い、受注の拡大に努めた。また、需要の拡大が見込まれる分野には、設備投資により生産能力の増強を図

った。さらに印刷周辺業務を含めたトータル受注や印刷とウエブの融合に取り組み、事業領域の拡大を目指した。

 収益性の向上については、全体的なコストダウンへの取り組みである「Spirit 2005 生産活動」を継続し、製造

工程の改善、製造技術開発の促進、品質管理体制の強化により、製造コストの削減を図った。 

 効率性の向上については、付加価値の高い分野への優先的な投資と不採算部門の見直しにより、事業の効率化に

取り組んだ。 

 この結果、連結売上高については、542億１千７百万円（前年同期比1.7％増）と前年を上回る結果となった。し

かしながら、連結営業利益は４億５百万円（前年同期比25.3％減）、連結経常利益は８億８千万円（前年同期比

1.5％減）、連結中間純利益は２億７千４百万円（前年同期比24.4％減）と、いずれも前年を下回る結果となっ

た。 

  

 部門別の概況は下記のとおりである。 

  

出版印刷部門 

 出版市況は、新書などを中心に書籍は伸長したが、月刊誌の低迷などにより雑誌が減少し、市場全体が縮小する

厳しい状況となった。 

 当社グループでは、積極的な企画提案ときめ細かな営業活動により、受注拡大に努めた。特にコミックス分野で

は、編集作業の効率化を図り、マルチユース展開を可能にするまんがフルデジタル制作システム「Comic Packer」

の拡販に努めた。 

 その結果、雑誌では別冊や増刊誌が増加し、書籍もコミックスや単行本を中心に好調に推移し、部門全体では順

調で、売上高は124億３千３百万円（前年同期比4.2％増）となった。 

商業印刷部門 

 国内経済の回復を受け、広告関係の需要は堅調に推移した。 

 当社グループでは、お客様のニーズに対応した企画・技術提案や、新製品の拡販を強化した。 

 その結果、販促関連では、情報誌や製品カタログ、ノベルティやＤＭが増加した。証券類は、通帳が増加したも

のの抽選券が減少し、前年並みであった。ＩＣカードは交通関連や金融向けを中心に大幅に伸長し、ビジネスフォ

ームの分野でも、データプリントの需要増により好調に推移した。 

 以上の結果、部門全体では前年を上回り、売上高は324億５千万円（前年同期比4.2％増）となった。 

生活資材部門 

 包装分野は、環境対応による省資源化や競争激化による受注単価下落などの影響で、厳しい状況が続いている。

 当社グループでは、機能性包材など付加価値の高い製品の拡販と、既存商品の販売チャネルの拡大に努めた。 

 その結果、紙器ではラップカートンが伸長し、軟包装は食品関連を中心に順調に推移した。しかし、金属印刷が

不振で、チューブ製品も低調だったため、包装全体では前年を下回った。 

 建材製品は、新企画製品の開発と販売に努めたが、住設部材品などが減少し、不調であった。 

 以上の結果、部門全体では低調で、売上高は85億８千５百万円（前年同期比9.0％減）となった。 

その他部門 

  連結子会社における物流、不動産管理などが当部門の主たる内容である。不動産管理は堅調であったが、物流部

門が低調で、部門全体としては前年を下回り、売上高は７億４千７百万円（前年同期比2.8％減）となった。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期

間末に比べ８千万円増加し、103億１百万円（前年同期比0.8％増）となった。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ16億２千６百万円増

加し、27億７千４百万円（前年同期比141.7％増）となった。これは主に、税金等調整前中間純利益８億６千５

百万円、減価償却費22億９千万円の計上と、投資有価証券売却損益３億３千５百万円の発生、及び法人税等の支

払による支出９億３千７百万円等によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ１億４千６百万円減

少し、22億４千６百万円（前年同期比6.1％減）となった。これは主に、固定資産の取得による支出23億７千万

円、投資有価証券の取得による支出10億５千１百万円、投資有価証券の売却による収入５億４千２百万円と、固

定資産の売却による収入４億４千万円等によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ15億４千万円増加

し、22億８千５百万円（前年同期比206.9％増）となった。これは主に、長期借入金の返済による支出10億６百

万円、配当金の支払による支出３億６千万円等によるものである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注）金額は、販売価格によっている。 

(2) 受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注）金額は、販売価格によっている。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

 （注）相手先別販売実績は、総販売実績に対する割合が10％以上の販売先はないため、記載を省略している。 

事業部門 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

出版印刷部門 12,528 105.5 

商業印刷部門 33,337 101.1 

生活資材部門 8,606 91.8 

合計 54,473 100.5 

事業部門 受注高（百万円） 前年同期比（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％） 

出版印刷部門 13,540 107.1 3,983 109.8 

商業印刷部門 35,389 107.0 7,561 115.2 

生活資材部門 9,323 93.7 3,364 106.2 

その他 747 97.2 － － 

合計 59,001 104.6 14,909 111.6 

事業部門 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

出版印刷部門 12,433 104.2 

商業印刷部門 32,450 104.2 

生活資材部門 8,585 91.0 

その他 747 97.2 

合計 54,217 101.7 



３【対処すべき課題】 

(1) 対処すべき課題  

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はな

い。 

(2) 会社の支配に関する基本方針について 

 当社は、平成19年４月25日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針について、並びに、当社の企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反すると判断される当

社株式の大量買付行為への対応策（以下「本プラン」という。）の導入について決議し、平成19年６月28日に開催

された当社第127期定時株主総会に提出、承認された。その概要は以下のとおりである。 

 １．基本方針の内容 

上場会社である当社の株式は、株主、投資家による自由な取引が認められており、当社の支配権の移転を伴う

買付提案がなされた場合においても、これに応じるか否かは 終的には株主の自由な意思により判断されるべき

であると考える。 

 しかしながら近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付

提案またはこれに類する行為を強行する動きが顕在化している。こうした大量買付の中には、対象会社の企業価

値および株主共同の利益に資さないものも少なくない。 

 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、さまざまな企業価値の

源泉を十分に理解し、当社の企業価値および株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるものでなければなら

ないと考えている。従って、企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案また

はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え

る。 

 ２．基本方針の実現に資する取り組み 

当社の企業価値の源泉は、長い歴史の中で培われた企業文化、長期に渡る取引の中で勝ち取ったお客様の信

頼、お客様のニーズを形にするための高いノウハウと技術を持つ従業員の存在、そして事業の継続・発展の支え

となった株主や取引先、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係等にある。当社および当社グループは

「印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献する」という経営理念のもと、これら企業価値の源

泉を強化・発展させることにより、企業価値および株主共同の利益を向上させるべく経営努力を積み重ねてい

る。 

 ３．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組み） 

近年の資本市場においては、株主に十分な検討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や

合意などのプロセスを経ることなく、突如として株式の大量買付を強行するといった動きが顕在化している。も

とより、株式の大量買付に応じるか否かは、 終的には株主の判断に委ねられるべきものであるが、当該買付行

為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであるか否かを株主が適切に判断するためには、買付者

および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不

可欠であると考える。 

 そこで、特定の株主グループの株券等保有割合の合計が20％を超えるような買付けを行おうとする者に対して

以下のとおり本プランを策定しその遵守を要請することとした。 

(1) 本プランの概要 

 本プランは、買付者が当社株式の一定数以上の買付けを行うにあたり、所定の手続に従うことを要請すると

ともに、手続に従わない買付けがなされる場合や、手続に従った場合であっても当該買付けが当社の企業価値

および株主共同の利益を毀損するものであると判断される場合には、対抗措置として新株予約権を株主に無償

で割り当てるものである。 

 本プランに従って割り当てられる新株予約権には、買付者等およびその関係者による行使を禁止する行使条

件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに買付者およびその関係者以外の株主に当社株式を交付する取得条

項が付されている。 

 本新株予約権無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該買付者の有する議決権

の当社の総議決権に占める割合は、 大50％まで希釈化される可能性がある。 



(2) 本プランの導入手続 

① 本プランの導入については株主の皆様の意思を反映するために、定時株主総会での承認を経た。 

② 当社取締役会の判断の客観性、合理性を担保するため、企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有

 識者等で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置した。 

(3) 本プランの発動に係る手続 

① 買付者は買付けに先立ち、当社取締役会に対し十分な情報提供をすることとする。 

② その情報の提供を受けた当社独立委員会が買付内容の検討、当社取締役会の代替案との比較検討などを行

 うのに十分な期間（対価を円貨のみとする全株式の公開買付の場合60日、その他の場合90日）を設けること

 とする。 

③ 独立委員会は、本プランが遵守されない場合、または遵守された場合であっても本買付提案を濫用的買収

 に該当すると判断した場合には、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施することを取締役会に勧告す

 る。 

④ 独立委員会が本買付提案を濫用的買収に該当しないと判断した場合には、独立委員会は対抗措置として新

 株予約権無償割当てを実施しないことを取締役会に勧告する。 

(4) 本プランの有効期間、廃止および変更 

 本プランの有効期間は平成22年３月期に関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、有効期間の満

了前であっても、当社の株主総会にまたは当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、その時点で廃止されるものとする。 

 ４．前号の取り組みが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持

を目的とするものではないことおよびその理由 

(1) 本プランは経済産業省・法務省、東京証券取引所の買収防衛策に関する指針や基準を完全に充足している。

(2) 株主の判断のための情報や時間を確保するためのものであり、企業価値向上および株主共同の利益の実現を

目的として導入されたものである。 

(3) 定時株主総会での承認を経ており、株主の意思を重視するものとなっている。 

(4) 対抗策の発動は、当社と特別な利害関係のない有識者に該当する委員３名以上により構成される独立委員会

を設置し、その勧告を 大限に尊重した上で取締役会が決定するので、当社取締役会の恣意的判断を排除でき

る。 

(5) 発動に関し合理的な客観要件を予め定めている。 

(6) 独立委員会は第三者の助言を得ることができ、判断の公正性、合理性をより強く担保できる。 

(7) 取締役会の決議でいつでも廃止することが可能であり、デッドハンド型買収防衛策ではない。 

    以上の理由で当社取締役会は前号の取り組みが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではな

く、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断する。 

４【経営上の重要な契約等】 

  当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 



５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間の研究開発活動は、中間連結財務諸表提出会社の技術統括本部を中核として、技術部門の総合

力を発揮できる体制のもと、新技術及び新素材の研究と蓄積技術を有機的に結びつけ、市場ニーズを先取りする新技

術、新製品の開発に努めた。 

 なお、事業部門別の研究開発活動を示すと次のとおりであり、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は681百万

円となった。 

出版印刷部門 

・コミック制作システムの開発 

・高付加価値印刷・加工技術の開発 

等について研究開発を行った。研究開発費の金額は80百万円である。 

商業印刷部門 

・画像検索技術の開発 

・電子透かし技術の応用開発 

・データベース関連技術の開発 

・ＩＣカード、タグの媒体開発 

・各種偽造防止技術の開発 

・デジタル技術による複製画の開発 

・各種品質保証及び省力・合理化機器、ソフトウェアの開発 

・帯電防止技術の開発 

・プラスチック製ディスプレイ技術の開発 

・電磁波シールド技術の開発 

・個人情報保護関連技術の開発 

・データプロテクト技術の応用研究 

・新形態ＤＭの開発 

・編集へのＷｅｂ利用技術の開発 

等について研究開発を行った。研究開発費の金額は396百万円である。 

生活資材部門 

・各種機能包材の開発 

・各種環境対応包材の開発 

・複合紙容器の開発 

・高質感化粧鋼板の開発 

・高機能蓋材の開発 

・環境対応建装材の開発 

・高質感建材・化粧板の開発 

等について研究開発を行った。研究開発費の金額は204百万円である。 



第３【設備の状況】 

 金額は消費税等抜きで記載している。 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

 当中間連結会計期間において、重要な設備計画の変更はない。 

(2) 重要な設備計画の完了 

 前連結会計年度末に計画していた重要な設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものはない。 

(3) 重要な設備の新設等 

  当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は次のとおりである。  

   （注）完成後の増加能力については、受注内容により個々に作業内容を異にし、その種類が多岐にわたるため、一

定の生産能力を算定し、正確な稼働率を算出することが困難なため記載を省略している。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はない。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業部門の 
名称 

設備の内容 

投資予定額 
 資金調達 
 方法 

着手年月 完了予定年月 
総額 

（百万円） 
既支払額 
（百万円） 

提出会社 

鶴ヶ島工場 

（埼玉県鶴ヶ島市） 
商業印刷 加工設備 137 45 自己資金 平成19年５月 平成20年１月 

守谷工場 

（茨城県守谷市） 
生活資材 

軟包装用品
生産設備 

191 26 自己資金 平成19年８月 平成20年３月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

(3) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はない。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 360,800,000 

計 360,800,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成19年９月30日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
 取引業協会名 

内容 

普通株式 90,200,000 90,200,000 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式 

計 90,200,000 90,200,000 － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 

（千株）

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

 資本準備金 
 増減額 
 （百万円） 

 資本準備金 
 残高 
 （百万円） 

平成19年４月１日～  

平成19年９月30日  

  

－ 90,200 － 4,510 － 1,742 



(5) 【大株主の状況】 

 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社退職給付信託口の持株数8,541千株は、大日本インキ化学工業株式

会社から同信託銀行へ退職給付信託として信託設定された信託財産である。信託約款上、当該株式の議決権

は大日本インキ化学工業株式会社が留保している。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 

（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１の８の11 9,321 10.33 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（退職給付信託口・大日本インキ化学工業株式

会社口） 

東京都港区浜松町２の11の３ 8,541 9.47 

東京インキ株式会社 東京都北区田端新町２の７の15 5,170 5.73 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２の11の３ 2,902 3.22 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１の１の５ 2,831 3.14 

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２の６の１ 2,500 2.77 

東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋２の３の13 2,169 2.41 

共同印刷従業員持株会 東京都文京区小石川４の14の12 1,600 1.78 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３の33の１ 1,482 1.64 

シービーエヌワイ ディエフエイ インターナ

ショナル キャップ バリュー ポートフォリ

オ 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA  

MONICA, CA 90401 USA 

 

（東京都品川区東品川２の３の14） 

1,464 1.62 

計 － 37,982 42.11 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9,321千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,902千株 



(6) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が23,000株（議決権23個）含ま

れている。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場である。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式   52,000 
－ 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

（相互保有株式） 

普通株式  110,000 
－ 同上 

完全議決権株式（その他） 普通株式 89,773,000 89,773 同上 

単元未満株式 普通株式    265,000 － 同上 

発行済株式総数 90,200,000 － － 

総株主の議決権 － 89,773 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

(自己保有株式)          

共同印刷株式会社 
東京都文京区 

小石川4-14-12 
52,000 － 52,000 0.06 

(相互保有株式)          

共同製本株式会社 
東京都文京区 

白山2-12-3 
110,000 － 110,000 0.12 

計 － 162,000 － 162,000 0.18 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 482 463 449 450 422 380 

低（円） 451 405 412 400 350 350 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、明和監査法人により中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金     10,493     10,858     12,710  

２．受取手形及び 
売掛金 

※４   28,637     28,367     29,630  

３．たな卸資産     8,155     7,549     7,293  

４．繰延税金資産     617     702     931  

５．その他     426     782     836  

貸倒引当金     △129     △44     △124  

流動資産合計     48,199 45.0   48,214 44.2   51,278 44.6 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1) 建物及び構築物 ※２ 13,181     13,848     14,162    

(2) 機械装置及び 
運搬具   13,012     11,962     12,851    

(3) 工具器具備品   797     895     923    

(4) 土地 ※２ 13,398     14,512     14,512    

(5) 建設仮勘定   810 41,201 38.5 1,031 42,249 38.7 563 43,013 37.4 

２．無形固定資産                    

(1) ソフトウェア   429     681     462    

(2) のれん   －     1,875     2,098    

(3) その他   149 579 0.6 153 2,710 2.5 153 2,714 2.4 

３．投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   15,639     14,510     16,348    

(2) 長期貸付金   32     26     29    

(3) 繰延税金資産   151     145     154    

(4) その他   1,433     1,639     1,737    

貸倒引当金   △243 17,014 15.9 △292 16,028 14.6 △287 17,982 15.6 

固定資産合計     58,794 55.0   60,988 55.8   63,711 55.4 

資産合計     106,994 100.0   109,203 100.0   114,989 100.0 

                     
 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形及び 
買掛金 

※４   23,064     22,953     23,118  

２．短期借入金     597     199     911  

３．一年内に返済する 
長期借入金 

※２   877     1,384     1,740  

４．一年内に償還する 
社債     －     730     480  

５．未払法人税等     380     178     1,013  

６．賞与引当金     1,177     1,245     1,200  

７．役員賞与引当金     25     25     60  

８．その他 ※４   5,408     5,518     6,498  

流動負債合計     31,530 29.4   32,233 29.5   35,021 30.5 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債     10,000     10,535     10,975  

２．長期借入金 ※２   1,887     2,975     3,625  

３．繰延税金負債     467     395     952  

４．退職給付引当金     6,551     6,177     6,475  

５．役員退職引当金     325     352     353  

６．負ののれん     40     －     －  

７．その他     68     47     58  

固定負債合計     19,340 18.1   20,483 18.8   22,439 19.5 

負債合計     50,871 47.5   52,716 48.3   57,460 50.0 

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

 １．資本金     4,510 4.2   4,510 4.1   4,510 3.9 

 ２．資本剰余金     1,743 1.6   1,743 1.6   1,743 1.5 

 ３．利益剰余金     44,676 41.8   46,234 42.3   46,330 40.3 

 ４．自己株式     △43 △0.0   △44 △0.0   △44 △0.0 

  株主資本合計     50,886 47.6   52,443 48.0   52,539 45.7 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

 １．その他有価証券
評価差額金 

    5,089 4.8   3,757 3.4   4,817 4.2 

 ２．為替換算調整 
勘定 

    △58 △0.1   66 0.1   △12 △0.0 

  評価・換算差額等
合計 

    5,030 4.7   3,824 3.5   4,805 4.2 

Ⅲ 少数株主持分     205 0.2   218 0.2   184 0.1 

  純資産合計     56,122 52.5   56,486 51.7   57,528 50.0 

  負債純資産合計     106,994 100.0   109,203 100.0   114,989 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     53,289 100.0   54,217 100.0   111,040 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２   45,999 86.3   46,590 85.9   95,067 85.6 

売上総利益     7,290 13.7   7,626 14.1   15,972 14.4 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※２                  

１．発送費   2,103     2,186     4,604    

２．通信旅費交通費   200     225     442    

３．給料諸手当   2,525     2,662     5,453    

４．賞与引当金繰入額   375     380     373    

５．役員賞与引当金 
繰入額   25     25     60    

６．退職給付費用   159     107     326    

７．役員退職引当金 
繰入額   25     28     52    

８．福利費   546     547     1,073    

９．減価償却費   61     74     130    

10．のれん償却額   －     222     209    

11．その他   726 6,748 12.7 761 7,221 13.3 1,709 14,436 13.0 

営業利益     542 1.0   405 0.8   1,535 1.4 

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息   2     9     8    

２．受取配当金   149     156     206    

３．雑品売却益   93     150     224    

４．賃貸設備収入   44     71     91    

５．保険配当金   188     202     199    

６．負ののれん償却額   13     －     －    

７．その他   101 593 1.1 154 744 1.3 246 977 0.9 

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息   122     127     272    

２．手形売却損   7     8     17    

３．賃貸設備費用   42     41     84    

４．持分法による 
投資損失   1     57     －    

５．社債発行費   39     －     36    

６．その他   27 241 0.4 33 269 0.5 93 503 0.5 

経常利益     894 1.7   880 1.6   2,009 1.8 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益                    

１．投資有価証券 
売却益   8     335     1,554    

２．貸倒引当金戻入益   －     75     －    

３．固定資産売却益 ※４ －     123     1,657    

４．補助金収入   20     4     159    

５．その他   － 29 0.0 42 581 1.1 26 3,398 3.1 

Ⅶ 特別損失                    

１．固定資産処分損 ※１ 119     204     828    

２．投資有価証券 
評価損   13     354     13    

３．減損損失 ※５ 69     36     104    

４．その他   24 228 0.4 1 596 1.1 40 987 0.9 

税金等調整前中間
（当期）純利益     695 1.3   865 1.6   4,419 4.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

※３ 330     157     1,496    

法人税等調整額 ※３ 11 342 0.6 405 563 1.0 591 2,087 1.9 

少数株主利益 
又は損失（△）     △9 △0.0   26 0.1   △44 △0.0 

中間（当期） 
純利益     363 0.7   274 0.5   2,377 2.1 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 （注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 44,684 △44 50,892 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注）     △360   △360 

持分法適用会社の減少     △9 1 △8 

中間純利益     363   363 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － △7 0 △6 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 44,676 △43 50,886 

  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
6,592 △74 6,517 211 57,621 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注）         △360 

持分法適用会社の減少         △8 

中間純利益         363 

自己株式の取得         △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△1,503 16 △1,487 △5 △1,492 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,503 16 △1,487 △5 △1,499 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
5,089 △58 5,030 205 56,122 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 46,330 △44 52,539 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △360   △360 

持分法適用会社の増加     △9   △9 

中間純利益     274   274 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ 0 △95 △0 △95 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 46,234 △44 52,443 

  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,817 △12 4,805 184 57,528 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当         △360 

持分法適用会社の増加         △9 

中間純利益         274 

自己株式の取得         △0 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△1,060 79 △980 34 △946 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,060 79 △980 34 △1,042 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
3,757 66 3,824 218 56,486 



 （注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 44,684 △44 50,892 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注）     △360   △360 

剰余金の配当     △360   △360 

持分法適用会社の減少     △9 1 △8 

当期純利益     2,377   2,377 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 1,645 0 1,646 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,743 46,330 △44 52,539 

  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
6,592 △74 6,517 211 57,621 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注）         △360 

剰余金の配当         △360 

持分法適用会社の減少         △8 

当期純利益         2,377 

自己株式の取得         △1 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△1,774 62 △1,712 △26 △1,739 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△1,774 62 △1,712 △26 △93 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,817 △12 4,805 184 57,528 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
       

１．税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  695 865 4,419 

２．減価償却費   2,076 2,290 4,432 

３．減損損失   69 36 104 

４．退職給付引当金の増減額   △103 △299 △197 

５．貸倒引当金の増減額   △2 △74 33 

６．賞与引当金の増減額   8 44 31 

７．受取利息及び受取配当金   △151 △166 △215 

８．支払利息   122 127 272 

９．持分法による投資損益   1 57 △11 

10．投資有価証券評価損   13 354 13 

11．投資有価証券売却損益   △8 △335 △1,554 

12．有形固定資産除売却損益   119 80 △829 

13．売上債権の増減額   172 1,287 △441 

14．たな卸資産の増減額   △1,255 △240 △343 

15．仕入債務の増減額   △98 △167 △62 

16．未払消費税等の増減額   133 △24 197 

17．長期金銭債権の増減額   △108 26 △256 

18．未払費用の増減額   56 △125 245 

19．その他   102 △61 △934 

小計   1,844 3,675 4,904 

20．利息及び配当金の受取額   152 168 216 

21．利息の支払額   △111 △132 △257 

22．法人税等の支払額   △737 △937 △1,423 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  1,148 2,774 3,439 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
       

１．有形・無形固定資産の 

取得による支出 
  △2,406 △2,370 △6,131 

２．有形・無形固定資産の 

売却による収入 
  3 440 1,695 

３．投資有価証券の取得 

による支出 
  △19 △1,051 △326 

４．投資有価証券の売却 

による収入 
  7 542 3,096 

５．貸付けによる支出   △26 △18 △57 

６．貸付金の回収による収入   33 24 64 

７．その他   16 186 △1,639 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  △2,392 △2,246 △3,298 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
       

１．短期借入金の純増減額   95 △727 164 

２．長期借入れによる収入    － － 1,800 

３．長期借入金の返済による 

支出 
  △438 △1,006 △1,264 

４．社債の発行による収入   4,960 － 4,960 

５．社債の償還による支出   △5,000 △190 △5,230 

６．配当金の支払額   △360 △360 △721 

７．その他   △0 △0 △1 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  △744 △2,285 △292 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

係る換算差額 
  0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増減額 
  △1,988 △1,756 △151 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
  12,209 12,058 12,209 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
※１  10,220 10,301 12,058 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 当社は、子会社15社を全て連結してい

る。 

  主要な連結子会社の名称 

  共同物流（株） 

  近畿共同印刷（株） 

  常磐共同印刷（株） 

１．連結の範囲に関する事項 

 当社は、子会社16社を全て連結してい

る。 

  主要な連結子会社の名称 

  共同物流（株） 

  近畿共同印刷（株） 

  常磐共同印刷（株） 

１．連結の範囲に関する事項 

 当社は、子会社16社を全て連結してい

る。 

 連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載してある。 

 なお、（株）コスモグラフィックについ

ては、新たに株式を取得したことにより、

当連結会計年度より連結の範囲に含めてい

る。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 関連会社は、共同製本（株）、千葉共

同印刷（株）であり、ともに持分法を適

用している。 

  なお、従来関連会社としていた共同フ

ォーム印刷（株）については、株式の一

部を売却したことにより、関連会社では

なくなったため、持分法の適用範囲から

除外した。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ４社 

  主要な関連会社は、共同製本（株）で

ある。 

 なお、デジタルカタパルト（株）につ

いては、株式を追加取得したことによ

り、当中間連結会計期間より持分法適用

の関連会社に含めている。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ３社 

   主要な関連会社は、共同製本（株）で

ある。 

 なお、キョウドウネイションプリンテ

ィングサービシーズカンパニーリミテッ

ドについては、新たに設立したことによ

り、当連結会計年度より持分法適用の関

連会社に含めている。 

 また、従来関連会社としていた共同フ

ォーム印刷（株）については、株式の一

部を売却したことにより、関連会社では

なくなったため、持分法の適用範囲から

除外した。 

───── (2) 持分法を適用していない関連会社   

（株）コスモスキャナーは、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲か

ら除外している。  

(2) 持分法を適用していない関連会社 

（株）コスモスキャナーは、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外している。 

───── (3) 持分法適用会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、各社の中間会計期間にかかる中間財

務諸表を使用している。  

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度にかかる財務諸表を使用してい

る。  

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうちキョウドウプリンティ

ングカンパニー（シンガポール）プライベ

ートリミテッドの中間決算日は６月30日で

ある。 

 中間連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行うこととして

いる。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうちキョウドウプリンティ

ングカンパニー（シンガポール）プライベ

ートリミテッドの決算日は12月31日であ

る。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行うこととしている。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

ｂ．たな卸資産 

 製品、仕掛品については、中間連結

財務諸表提出会社は個別法による原価

法、連結子会社はおおむね売価還元法

による原価法によっている。 

 原材料及び貯蔵品については、おお

むね先入先出法による原価法によって

おり、連結子会社のうち２社は個別法

による原価法によっている。 

ｂ．たな卸資産 

同左 

ｂ．たな卸資産 

 製品、仕掛品については、連結財務

諸表提出会社は個別法による原価法、

連結子会社はおおむね売価還元法によ

る原価法によっている。 

 原材料及び貯蔵品については、おお

むね先入先出法による原価法によって

おり、連結子会社のうち２社は個別法

による原価法によっている。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

 定率法によっている。ただし、連結

子会社は平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法によっている。なお、主な

耐用年数については、以下のとおりで

ある。 

 建物及び構築物・・・・・31～50年 

 機械装置及び運搬具・・・４～11年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

  定率法によっている。ただし、連結

子会社は平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法によっている。なお、主な

耐用年数については、以下のとおりで

ある。 

 建物及び構築物・・・・・31～50年 

  機械装置及び運搬具・・・４～11年 

（会計方針の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

している。これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ18百万円減少している。 

（追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上して

いる。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益がそれぞ

れ148百万円減少している。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

 定率法によっている。ただし、連結

子会社は平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法によっている。なお、主な

耐用年数については、以下のとおりで

ある。 

 建物及び構築物・・・・・31～50年 

 機械装置及び運搬具・・・４～11年 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ｂ．無形固定資産 

 定額法によっている。なお、ソフト

ウェア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）に基

づいている。 

ｂ．無形固定資産 

同左 

ｂ．無形固定資産 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理してい

る。 

───── 

  

  

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

 社債発行費  

 支出時に全額費用として処理してい

る。  

(4) 重要な引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上している。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

同左 

ｂ．賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額を期間に対応して計上して

いる。 

ｂ．賞与引当金 

同左 

ｂ．賞与引当金 

同左 

ｃ．役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を期間に対応して計上してい

る。 

ｃ．役員賞与引当金 

同左 

ｃ．役員賞与引当金 

同左 

ｄ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上している。 

 過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（８年）による定額法によ

り、費用処理している。 

 数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理すること

としている。 

ｄ．退職給付引当金 

同左 

ｄ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上している。 

 過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（８年）による定額法によ

り、費用処理している。 

 数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理すること

としている。 

ｅ．役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、中間連結財務諸表提出会社と一部

の連結子会社は、内規に基づく中間期

末要支給額を計上している。 

ｅ．役員退職引当金 

同左 

ｅ．役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、連結財務諸表提出会社と一部の連

結子会社は、内規に基づく期末要支給

額を計上している。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

いる。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

 当社及び一部の国内連結子会社の行

っている金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているため、特

例処理を採用している。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ｃ．ヘッジ方針 

 社内管理規程にそって、金利の市場

変動によるリスクをヘッジしている。 

ｃ．ヘッジ方針 

同左 

ｃ．ヘッジ方針 

同左 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、ヘッジ有

効性の判定を省略している。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (7) その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式を採用している。 

 (6) その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用している。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ25百万円減

少している。 

───── 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用している。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ60百万円減

少している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してい

る。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額

は55,916百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成している。 

───── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額

は57,344百万円である。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん」と表示してい

る。 

───────── 

（中間連結損益計算書）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

表示している。 

───────── 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は平成18年９月27日の取締役会におい

て、当社の連結子会社である近畿共同印刷株

式会社の移転に伴い、当社の土地について譲

渡することを決議した。  

 ① 譲渡する相手会社 

   株式会社富士住研 

 ② 譲渡資産の種類、譲渡前の使途  

   土地7,556.63㎡  

   同社の工場及び事務所として使用  

 ③ 譲渡時期 

   平成19年２月28日に引渡し（予定） 

 ④ 譲渡価額  

   1,055百万円  

 ⑤ 譲渡益 

   約900百万円（譲渡経費控除後） 

───── ───── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

                             74,337百万円                              73,868百万円                              73,009百万円 

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金325百万円、一年 

内に返済する長期借入金71百万円の担保

として供しているものは、次のとおりで

ある。 

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金275百万円、一年

内に返済する長期借入金50百万円の担保

として供しているものは、次のとおりで

ある。 

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金300百万円、一年

内に返済する長期借入金60百万円の担保

として供しているものは、次のとおりで

ある。 

建物 553百万円（帳簿価額）

土地 794百万円（帳簿価額）

計 1,347百万円（帳簿価額）

建物 201百万円（帳簿価額）

土地 422百万円（帳簿価額）

計 623百万円（帳簿価額）

建物 504百万円（帳簿価額）

土地 794百万円（帳簿価額）

計 1,298百万円（帳簿価額）

３ 受取手形割引高     1,788百万円 ３ 受取手形割引高     1,711百万円 ３ 受取手形割引高      1,751百万円 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理している。な

お、当中間連結会計期間末日は、金融機

関が休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれている。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理している。な

お、当中間連結会計期間末日は、金融機

関が休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれている。 

※４ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形は、手形交

換日をもって決済処理している。なお、

当連結会計年度末日は、金融機関が休日

であったため、次の連結会計年度末日満

期手形が連結会計年度末残高に含まれて

いる。 

受取手形 704 百万円 

支払手形 77 百万円 

設備関係支払手形  2 百万円 

受取手形 261 百万円

支払手形 69 百万円

     

受取手形 170 百万円

支払手形 77 百万円

設備関係支払手形  3 百万円

─────  ５ 偶発債務（保証債務等） 

 下記関係会社の金融機関よりの借入金

について保証等を行っている。 

キョウドウネイションプリンティング

サービシーズカンパニーリミテッド 

                                750百万円 

                   （200,000千タイバーツ) 

───── 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

※１ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

※１ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

資産の種類 
売却損 
(百万円) 

除却損 
(百万円) 

計 
(百万円) 

建物及び 
構築物 

0 63 64 

機械装置 
及び運搬具 

2 49 52 

その他の 
設備 

0 3 3 

計 2 117 119 

資産の種類 
売却損 

(百万円)
除却損 

(百万円)
計 

(百万円)

建物及び 
構築物 

－ 51 51 

機械装置 
及び運搬具 

2 144 146 

その他の 
設備 

0 6 6 

計 2 202 204 

資産の種類 
売却損 
(百万円) 

除却損 
(百万円) 

計 
(百万円)

建物及び 
構築物 

0 369 369 

機械装置 
及び運搬具 

15 431 447 

その他の 
設備 

0 10 10 

施設利用権 － 0 0 

計 16 812 828 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれ

る研究開発費は、470百万円である。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれ

る研究開発費は、681百万円である。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれ

る研究開発費は、1,060百万円である。 

※３ 中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当連結会計年度にお

いて中間連結財務諸表提出会社が予定し

ている圧縮積立金及び特別償却準備金の

取崩しを前提として、当中間連結会計期

間に係る金額を計算している。 

───── ───── 

───── ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。 

 機械装置及び運搬具 123百万円 

 その他の設備 0百万円 

  計 123百万円 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。 

 機械装置及び運搬具 0百万円 

 その他の設備 0百万円 

 土地 1,657百万円 

  計 1,657百万円 

※５ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 

   当社グループは、継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して資産

のグループ化を行っている。 

  生活資材部門のうち、上記工場は営業

損益が継続してマイナスとなっているた

め当該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失69百万円として特別損失に計上した。

その内訳は、建物及び構築物５百万円、

機械装置及び運搬具31百万円、工具器具

備品22百万円、リース資産10百万円であ

る。 

  なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、建

物及び構築物については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価額等により評価し、

機械装置及び運搬具、工具器具備品につ

いては取得価額の５％とし、リース資産

については零として評価している。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
（茨城県守谷市） 

紙器・軟包装 
用品生産設備 

建物及び構築
物、機械装置及
び運搬具等 

※５ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 

   当社グループは、継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して資産

のグループ化を行っている。 

  生活資材部門のうち、上記工場は営業

損益が継続してマイナスとなっているた

め当該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失36百万円として特別損失に計上した。

その内訳は、建物及び構築物９百万円、

機械装置及び運搬具15百万円、工具器具

備品12百万円である。 

  なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、建

物及び構築物については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価額等により評価し、

機械装置及び運搬具、工具器具備品につ

いては取得価額の５％として評価してい

る。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
（茨城県守谷市） 

紙器・軟包装 
用品生産設備 

建物及び構築
物、機械装置及
び運搬具等 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上した。 

   当社グループは、継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して資産

のグループ化を行っている。 

  生活資材部門のうち、上記工場は営業

損益が継続してマイナスとなっているた

め当該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失104百万円として特別損失に計上し

た。その内訳は、建物及び構築物６百万

円、機械装置及び運搬具56百万円、工具

器具備品31百万円、リース資産10百万円

である。 

  なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、建

物及び構築物については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価額等により評価し、

機械装置及び運搬具、工具器具備品につ

いては取得価額の５％とし、リース資産

については零として評価している。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
（茨城県守谷市） 

紙器・軟包装 
用品生産設備 

建物及び構築
物、機械装置及
び運搬具等 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,896株は、単元未満株式の買取による増加である。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,590株は、持分法適用関連会社の持分法適用除外による減少である。 

２．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 
  前連結会計年度末 
  株式数（株） 

 当中間連結会計期間
 増加株式数（株）  

 当中間連結会計期間 
 減少株式数（株）  

当中間連結会計期間末
株式数（株）  

発行済株式        

普通株式 90,200,000 － － 90,200,000 

合計 90,200,000 － － 90,200,000 

自己株式        

普通株式  

（注）１，２ 
100,185 1,896 7,590 94,491 

合計 100,185 1,896 7,590 94,491 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
 配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 360 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり  
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 360 利益剰余金  4 平成18年９月30日 平成18年12月４日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,415株は、単元未満株式の買取による増加である。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少700株は、単元未満株式の売却による減少である。 

２．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 
  前連結会計年度末 
  株式数（株） 

 当中間連結会計期間
 増加株式数（株）  

 当中間連結会計期間 
 減少株式数（株）  

当中間連結会計期間末
株式数（株）  

発行済株式        

普通株式 90,200,000 － － 90,200,000 

合計 90,200,000 － － 90,200,000 

自己株式        

普通株式  

（注）１，２ 
95,408 1,415 700 96,123 

合計 95,408 1,415 700 96,123 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
 配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 360 4 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり  
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 360 利益剰余金  4 平成19年９月30日 平成19年12月３日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,813株は、単元未満株式の買取による増加である。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,590株は、持分法適用関連会社の持分法適用除外による減少である。 

２．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
  前連結会計年度末 
  株式数（株） 

 当連結会計年度増加
 株式数（株）  

 当連結会計年度減少 
 株式数（株）  

  当連結会計年度末 
  株式数（株）  

発行済株式        

普通株式 90,200,000 － － 90,200,000 

合計 90,200,000 － － 90,200,000 

自己株式        

普通株式  

（注）１，２ 
100,185 2,813 7,590 95,408 

合計 100,185 2,813 7,590 95,408 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
 配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 360 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 360 4 平成18年９月30日 平成18年12月４日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり  
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 360 利益剰余金  4 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金 10,493百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△272百万円

現金及び現金同等物 10,220百万円

現金及び預金 10,858百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△556百万円

現金及び現金同等物 10,301百万円

現金及び預金 12,710百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△652百万円

現金及び現金同等物 12,058百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

   
機械装置
及び 
運搬具 

 
工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円) 

取得価額 

相当額   2,272  361  6  2,639

減価償却累
計額相当額   1,386  260  4  1,651

減損損失累
計額相当額   96  －  －  96

中間期末 
残高相当額   789  100  1  891

   
機械装置
及び 
運搬具 

 
工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額   1,937  575  6  2,518

減価償却累
計額相当額   1,296  266  5  1,568

減損損失累
計額相当額   96  －  －  96

中間期末 
残高相当額   544  309  0  854

   
機械装置
及び 
運搬具 

 
工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額 
相当額   2,048  355  6  2,410

減価償却累
計額相当額  1,325  212  4  1,542

減損損失累
計額相当額  96  －  －  96

期末残高 
相当額   627  142  1  771

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

(百万円)

未経過リース料中間期末残高相当額 

  １年以内 424

  １年超 974

  合計 1,398

リース資産減損勘定の残高 68

(百万円)

未経過リース料中間期末残高相当額 

  １年以内 417

  １年超 940

  合計 1,357

リース資産減損勘定の残高 47

(百万円)

未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内 389

  １年超 867

  合計 1,256

リース資産減損勘定の残高 58

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(百万円)

支払リース料 285

リース資産減損勘定の取崩額 9

減価償却費相当額 258

支払利息相当額 14

減損損失 10

(百万円)

支払リース料 247

リース資産減損勘定の取崩額 10

減価償却費相当額 256

支払利息相当額 14

減損損失 －

(百万円)

支払リース料 518

リース資産減損勘定の取崩額 19

減価償却費相当額 463

支払利息相当額 26

減損損失 10

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

有形固定資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を10％とする定率法の償却額に

９分の10を乗じた方法によってい

る。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

有形固定資産 

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

有形固定資産 

同左 

その他の固定資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。 

その他の固定資産 

同左 

その他の固定資産 

同左 

・利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっている。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

────── ２．オペレーティング・リース取引（借主

側） 

  (百万円)

未経過リース料  

 １年以内  1 

 １年超  3 

  合計 4 

────── 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

(2) その他有価証券  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額である。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、

投資有価証券評価損354百万円を計上している。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

(2) その他有価証券  

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 4,945 13,491 8,545 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 4,945 13,491 8,545 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 243 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,886 

非上場債券 17 

合計 1,904 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 5,251 11,739 6,487 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 5,251 11,739 6,487 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 879 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,874 

非上場債券 17 

合計 1,891 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

(2) その他有価証券  

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）及び前連結会計年度末

（平成19年３月31日） 

 当社及び一部の国内連結子会社の金利スワップ取引については、全てヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用

しているため、取引の時価等に関する事項は記載していない。 

（ストック・オプション等関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月１

日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  該当事項はない。 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 5,306 13,575 8,269 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 5,306 13,575 8,269 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 879 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,876 

非上場債券 17 

合計 1,893 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める印刷事業の割合が、いずれも90％を超えているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略

している。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 620.57円

１株当たり中間純利益 4.03円

１株当たり純資産額       624.48円

１株当たり中間純利益     3.05円

１株当たり純資産額       636.42円

１株当たり当期純利益     26.38円

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益（百万円） 363 274 2,377 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 363 274 2,377 

普通株式の期中平均株式数（千株） 90,106 90,104 90,105 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１）株式取得による会社等の買収（子会社

化）について 

────── ────── 

  平成18年10月２日の取締役会における決

議により、株式会社コスモグラフィックの

株式を取得し、子会社とした。 

（１）株式取得の理由 

  同社の持つシステム開発力とデータ処

理能力を当社の保有技術と融合させ、生

産力の拡大を図るため、取得の決定をし

た。 

（２）株式の取得先 

  柴田和徳氏 他21名 

（３）対象会社の概要 

① 商号 

株式会社コスモグラフィック 

② 事業内容 

製版業 

③ 規模 

資本金：95百万円 

（平成18年３月31日現在） 

売上高：2,865百万円 

（平成18年３月期） 

④ 株式取得の時期 

平成18年10月 

⑤ 取得株式の数 

3,250株 

⑥ 取得価額 

3,264百万円 

⑦ 取得後の持分比率 

100％ 

   

２）重要な子会社等の設立 ────── ────── 

   当社とNation Multimedia Groupの印刷

子会社であるＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd

は、海外出版社が発行する書籍の製造・輸

出、ならびにタイ国内市場を対象とした高

品質な印刷・製本サービスを行う合弁会社

をタイに設立することで基本合意した。 

① 商号 

未定 

② 事業内容 

海外出版社が発行する書籍の製

造・輸出ならびに、タイ国内向けの高

品質の印刷・製本サービスおよび付帯

業務 

③ 規模 

資本金：350百万バーツ 

（約1,050百万円） 

④ 設立の時期 

平成19年１月（予定） 

⑤ 出資比率 

共同印刷（株）            49％ 

ＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd 49％ 

SAN－MIC（Thailand）      ２％ 

   

 



(2）【その他】 

 該当事項はない。 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

３）固定資産の譲渡について    

   平成18年11月29日の取締役会において、

当社所有の独身寮廃止に伴い、同土地につ

いて譲渡することを決議した。 

① 譲渡する相手会社 

三菱地所株式会社 

② 譲渡資産の種類、譲渡前の使途 

土地513.65㎡ 

当社の独身寮として使用 

③ 譲渡時期 

平成18年12月13日に引渡し 

④ 譲渡価額 

623百万円 

⑤ 譲渡益 

580百万円（譲渡経費控除後） 

────── ────── 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金   8,327     6,660     8,091    

２．受取手形 ※４ 5,025     4,512     5,155    

３．売掛金   22,134     22,178     22,485    

４．たな卸資産   7,536     6,983     6,610    

５．繰延税金資産   516     528     639    

６．その他   401     600     504    

貸倒引当金   △119     △34     △113    

流動資産合計     43,823 44.5   41,429 42.1   43,374 42.4 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1) 建物   11,545     11,731     11,981    

(2) 機械及び装置   11,551     10,530     11,014    

(3) 土地   11,925     12,959     12,959    

(4) その他   1,917     2,103     1,682    

有形固定資産合計   36,939     37,324     37,638    

２．無形固定資産   449     657     427    

３．投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   16,084     17,876     19,592    

(2) その他   1,374     1,417     1,524    

貸倒引当金   △228     △278     △272    

投資その他の資産
合計   17,230     19,016     20,844    

固定資産合計     54,619 55.5   56,999 57.9   58,909 57.6 

資産合計     98,443 100.0   98,428 100.0   102,284 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形 ※４ 2,589     2,281     2,557    

２．買掛金   19,841     20,016     19,787    

３．短期借入金   －     61     －    

４．一年内に返済する
長期借入金   780     780     980    

５．未払法人税等   334     84     909    

６．未払費用   2,032     2,083     2,084    

７．賞与引当金   1,014     1,015     1,001    

８．役員賞与引当金   25     25     60    

９．設備関係支払手形   691     404     850    

10．その他   2,471     2,503     2,823    

流動負債合計     29,779 30.2   29,255 29.7   31,053 30.4 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債   10,000     10,000     10,000    

２．長期借入金   1,530     2,100     2,440    

３．繰延税金負債   359     158     691    

４．退職給付引当金   6,199     5,813     6,116    

５．役員退職引当金   324     348     351    

６．その他   68     47     58    

固定負債合計     18,481 18.8   18,469 18.8   19,657 19.2 

負債合計     48,261 49.0   47,725 48.5   50,710 49.6 

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     4,510 4.6   4,510 4.6   4,510 4.4 

２．資本剰余金                    

(1) 資本準備金   1,742     1,742     1,742    

(2) その他資本 
剰余金   0     0     0    

資本剰余金合計     1,743 1.8   1,743 1.7   1,743 1.7 

３．利益剰余金                    

(1) 利益準備金   1,127     1,127     1,127    

(2) その他利益 
剰余金                    

特別償却準備金   13     11     12    

固定資産圧縮 
積立金   2,001     2,776     2,778    

別途積立金   34,928     35,428     34,928    

繰越利益剰余金   836     1,410     1,739    

利益剰余金合計     38,906 39.5   40,753 41.4   40,585 39.7 

４．自己株式     △21 △0.0   △21 △0.0   △21 △0.0 

株主資本合計     45,138 45.9   46,984 47.7   46,817 45.8 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券 
評価差額金     5,043 5.1   3,718 3.8   4,756 4.6 

評価・換算差額等 
合計     5,043 5.1   3,718 3.8   4,756 4.6 

純資産合計     50,182 51.0   50,702 51.5   51,573 50.4 

負債純資産合計     98,443 100.0   98,428 100.0   102,284 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     50,999 100.0   51,266 100.0   105,202 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※６   44,080 86.4   44,317 86.4   90,620 86.1 

売上総利益     6,918 13.6   6,949 13.6   14,582 13.9 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※６   6,573 12.9   6,692 13.1   13,634 13.0 

営業利益     345 0.7   257 0.5   947 0.9 

Ⅳ 営業外収益 ※２   812 1.6   994 1.9   1,379 1.3 

Ⅴ 営業外費用 ※３   246 0.5   240 0.4   512 0.5 

経常利益     911 1.8   1,011 2.0   1,814 1.7 

Ⅵ 特別利益 ※４   2 0.0   442 0.8   3,323 3.2 

Ⅶ 特別損失 
※５ 
※８   143 0.3   573 1.1   842 0.8 

税引前中間 
（当期）純利益     770 1.5   879 1.7   4,296 4.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

※７ 286     64     1,366    

法人税等調整額 ※７ △20 265 0.5 287 351 0.7 385 1,751 1.7 

中間（当期） 
純利益     505 1.0   528 1.0   2,544 2.4 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

その他 
資本 

剰余金  

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

特別
償却 

準備金

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益 

剰余金 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 6 2,052 34,928 647 38,762 △20 44,994 

中間会計期間中の変動額                        

特別償却準備金の積立（注）           9     △9 －   － 

特別償却準備金の取崩（注）           △1     1 －   － 

特別償却準備金の取崩           △1     1 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
            △34   34 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩             △16   16 －   － 

剰余金の配当（注）                 △360 △360   △360 

中間純利益                 505 505   505 

自己株式の取得                     △0 △0 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
                        

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 6 △51 － 188 144 △0 143 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 13 2,001 34,928 836 38,906 △21 45,138 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
6,507 6,507 51,502 

中間会計期間中の変動額      

特別償却準備金の積立（注）     － 

特別償却準備金の取崩（注）     － 

特別償却準備金の取崩     － 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
    － 

固定資産圧縮積立金の取崩     － 

剰余金の配当（注）     △360 

中間純利益     505 

自己株式の取得     △0 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△1,463 △1,463 △1,463 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,463 △1,463 △1,320 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
5,043 5,043 50,182 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

その他 
資本 

剰余金  

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

特別
償却 
準備金

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 12 2,778 34,928 1,739 40,585 △21 46,817 

中間会計期間中の変動額                        

特別償却準備金の取崩           △1     1 －   － 

固定資産圧縮積立金の積立             23   △23 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩             △25   25 －   － 

別途積立金の積立               500 △500 －   － 

剰余金の配当                 △360 △360   △360 

中間純利益                 528 528   528 

自己株式の取得                     △0 △0 

自己株式の処分     0 0             0 0 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
                        

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 0 0 － △1 △1 500 △329 167 △0 167 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 11 2,776 35,428 1,410 40,753 △21 46,984 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,756 4,756 51,573 

中間会計期間中の変動額      

特別償却準備金の取崩     － 

固定資産圧縮積立金の積立     － 

固定資産圧縮積立金の取崩     － 

別途積立金の積立     － 

剰余金の配当     △360 

中間純利益     528 

自己株式の取得     △0 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△1,037 △1,037 △1,037 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,037 △1,037 △870 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
3,718 3,718 50,702 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

その他 
資本 

剰余金  

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

特別
償却 
準備金

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 6 2,052 34,928 647 38,762 △20 44,994 

事業年度中の変動額                        

特別償却準備金の積立（注）           9     △9 －   － 

特別償却準備金の取崩（注）           △1     1 －   － 

特別償却準備金の取崩           △2     2 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
            △34   34 －   － 

固定資産圧縮積立金の積立             801   △801 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩             △41   41 －   － 

剰余金の配当（注）                 △360 △360   △360 

剰余金の配当                 △360 △360   △360 

当期純利益                 2,544 2,544   2,544 

自己株式の取得                     △1 △1 

株主資本以外の項目の事業 

年度中の変動額（純額） 
                        

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 5 725 － 1,092 1,823 △1 1,822 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,510 1,742 0 1,743 1,127 12 2,778 34,928 1,739 40,585 △21 46,817 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
6,507 6,507 51,502 

事業年度中の変動額      

特別償却準備金の積立（注）     － 

特別償却準備金の取崩（注）     － 

特別償却準備金の取崩     － 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
    － 

固定資産圧縮積立金の積立     － 

固定資産圧縮積立金の取崩     － 

剰余金の配当（注）     △360 

剰余金の配当     △360 

当期純利益     2,544 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の事業 

年度中の変動額（純額） 
△1,751 △1,751 △1,751 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△1,751 △1,751 70 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,756 4,756 51,573 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

同左 

ｂ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

ｂ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

ｂ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

・製品、仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

・製品、仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

・製品、仕掛品 

同左 

・原材料、貯蔵品 

先入先出法による原価法 

・原材料、貯蔵品 

同左 

・原材料、貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっている。なお、主な耐用

年数については、以下のとおりである。 

建物・・・・・・・31～50年 

機械及び装置・・・10～11年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっている。なお、主な耐用

年数については、以下のとおりである。 

建物・・・・・・・31～50年 

機械及び装置・・・10～11年 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

いる。これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ16百万

円減少している。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上している。これにより営

業利益、経常利益及び税引前中間純利益

がそれぞれ143百万円減少している。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっている。なお、主な耐用

年数については、以下のとおりである。 

建物・・・・・・・31～50年 

機械及び装置・・・10～11年 

(2）無形固定資産 

 定額法によっている。なお、ソフトウ

ェア（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

いる。 

(2）無形固定資産 

 同左 

(2）無形固定資産 

 同左 

(3) 長期前払費用 

 均等償却によっている。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理している。 

───── ３．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理している。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上している。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を期間に対応して計上してい

る。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるため、支給

見込額を期間に対応して計上している。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められる額

を計上している。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（８年）による定額法により、費

用処理している。 

 数理計算上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしている。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上している。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（８年）による定額法により、費

用処理している。 

 数理計算上の差異については、各事業

年度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）による定額

法により、それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしている。 

(5) 役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく中間期末要支給額を計

上している。 

(5) 役員退職引当金 

同左 

(5) 役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ている。 

５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。 

４．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採

用している。 

５．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

 社内管理規程にそって、金利の市場変

動によるリスクをヘッジしている。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、ヘッジ有効性

の判定を省略している。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

７．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式を採用している。 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

７．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用している。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益は、それぞれ25百万円減少して

いる。 

───── （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用している。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ60百万円減少して

いる。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額

は50,182百万円である。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額

は51,573百万円である。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

している。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は平成18年９月27日の取締役会におい

て、当社の連結子会社である近畿共同印刷株

式会社の移転に伴い、当社の土地について譲

渡することを決議した。  

 ① 譲渡する相手会社 

   株式会社富士住研 

 ② 譲渡資産の種類、譲渡前の使途  

   土地7,556.63㎡ 

   同社の工場及び事務所として使用 

 ③ 譲渡時期 

   平成19年２月28日に引渡し（予定） 

 ④ 譲渡価額  

   1,055百万円  

 ⑤ 譲渡益 

   約900百万円（譲渡経費控除後） 

───── ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産 
減価償却累計額 

69,635百万円 67,650百万円 66,981百万円 

２．偶発債務 

（保証債務等） 

 下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っている。 

 下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っている。 

 下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っている。 

  共同総業株式会社 

   375百万円

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

   711百万円

（9,467千シンガポールドル）

共同総業株式会社 

      325百万円

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

  180百万円

（2,301千シンガポールドル）

キョウドウネイションプリンティ

ングサービシーズカンパニーリミ

テッド 

  750百万円

（200,000千タイバーツ）

共同総業株式会社 

      350百万円

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド 

610百万円

（7,759千シンガポールドル）

 

３．受取手形割引高 1,700百万円 1,711百万円 1,751百万円 

※４．中間会計期間 
   末日（期末日） 
   満期手形 

 中間会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間会計期間末日は、

金融機関が休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれている。 

受取手形       616百万円 

 中間会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間会計期間末日は、

金融機関が休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれている。 

受取手形       189百万円 

 期末日満期手形は、手形交換日を

もって決済処理している。なお、当

期末日は、金融機関が休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれている。 

受取手形        93百万円 

支払手形        5百万円 



（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．減価償却実施額      
  

有形固定資産 

無形固定資産 

合計 

（百万円） 

1,765 

80 

1,846 

（百万円） 

1,849 

152 

2,002 

（百万円） 

3,683 

156 

3,840 

※２．営業外収益 
の主要項目 

  （百万円）

受取利息 2 

賃貸設備収入 263 

保険配当金 188 

  （百万円）

受取利息 8 

賃貸設備収入 304 

保険配当金 202 

  （百万円）

受取利息 8 

賃貸設備収入 546 

保険配当金 199 

※３．営業外費用 
の主要項目 

  （百万円）

支払利息 106 

  （百万円）

支払利息 100 

  （百万円）

支払利息 214 

※４．特別利益の 
主要項目 

  （百万円）

関係会社株式売却益 2 

  （百万円）

投資有価証券売却益 335 

貸倒引当金戻入益 73 

  （百万円）

投資有価証券売却益 1,537 

固定資産売却益 1,657 

※５．特別損失の 
主要項目 

  （百万円）

固定資産処分損  
建物 6 

機械及び装置 48 

その他の設備 3 

合計 59 

   
  （百万円）

投資有価証券評価損 13 

  （百万円）

減損損失 69 

  （百万円）

固定資産処分損  
建物 50 

機械及び装置 126 

その他の設備 5 

合計 182 

   
  （百万円）

投資有価証券評価損 354 

  （百万円）

減損損失 36 

  （百万円）

固定資産処分損  
建物 297 

機械及び装置 410 

その他設備  14 

施設利用権 0 

合計 723 

  （百万円）

投資有価証券評価損 13 

   （百万円）

減損損失 104 

※６．研究開発費   （百万円）

一般管理費及び当期

製造費用に含まれる

研究開発費 

470 

  （百万円）

一般管理費及び当期

製造費用に含まれる

研究開発費 

681 

  （百万円）

一般管理費及び当期

製造費用に含まれる

研究開発費 

1,060 

※７．  中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当事業年度にお

いて予定している圧縮積立金及び特

別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を計

算している。 

───── ───── 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※８．減損損失  当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上した。 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っている。 

 生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失69百万円として

特別損失に計上した。その内訳は、

建物５百万円、機械及び装置29百万

円、車両及び運搬具１百万円、工具

器具及び備品22百万円、リース資産

10百万円である。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物については不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額等により評

価し、機械及び装置、車両及び運搬

具、工具器具及び備品については取

得価額の５％とし、リース資産につ

いては零として評価している。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
 （茨城県守谷市） 

紙器・ 
軟包装用品  
生産設備  

建物、機械
及び装置等 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上した。 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っている。 

 生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失36百万円として

特別損失に計上した。その内訳は、

建物８百万円、構築物０百万円、機

械及び装置14百万円、車両及び運搬

具１百万円、工具器具及び備品12百

万円である。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物、構築物については不動

産鑑定士による不動産鑑定評価額等

により評価し、機械及び装置、車両

及び運搬具、工具器具及び備品につ

いては取得価額の５％として評価し

ている。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
 （茨城県守谷市）

紙器・ 
軟包装用品 
生産設備  

建物、機械
及び装置等 

 当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上した。 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っている。 

 生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失104百万円として

特別損失に計上した。その内訳は、

建物６百万円、機械及び装置55百万

円、車両及び運搬具１百万円、工具

器具及び備品31百万円、リース資産

10百万円である。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物については不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額等により評

価し、機械及び装置、車両及び運搬

具、工具器具及び備品については取

得価額の５％とし、リース資産につ

いては零として評価している。 

場所 用途 種類 

生活資材部門 

守谷工場 
 （茨城県守谷市） 

紙器・ 
軟包装用品  
生産設備  

建物、機械
及び装置等 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,896株は、単元未満株式の買取による増加である。 

  
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,415株は、単元未満株式の買取による増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少700株は、単元未満株式の売却による減少である。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,813株は、単元未満株式の買取による増加である。 

 
   前事業年度末 
   株式数（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株）  

当中間会計期間減少 
株式数（株）  

当中間会計期間末
株式数（株）  

 普通株式 （注） 48,595 1,896 － 50,491 

     合計 48,595 1,896 － 50,491 

 
   前事業年度末 
   株式数（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株）  

当中間会計期間減少 
株式数（株）  

当中間会計期間末
株式数（株）  

 普通株式 （注）１，２ 51,408 1,415 700 52,123 

     合計 51,408 1,415 700 52,123 

 
   前事業年度末 
   株式数（株） 

 当事業年度増加  
  株式数（株） 

 当事業年度減少  
  株式数（株） 

   当事業年度末
   株式数（株） 

 普通株式 （注） 48,595 2,813 － 51,408 

     合計 48,595 2,813 － 51,408 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19年３月

31日）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

   
機械及び
装置  

工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円) 

取得価額 
相当額   1,512  296  7  1,816

減価償却累
計額相当額   813  206  1  1,020

減損損失累
計額相当額   96  －  －  96

中間期末 
残高相当額   603  90  6  699

   
機械及び
装置  

工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額   1,234  503  7  1,744

減価償却累
計額相当額   782  205  3  991

減損損失累
計額相当額   96  －  －  96

中間期末 
残高相当額   355  297  3  656

   
機械及び
装置  

工具器具
備品   その他   合計 

   (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額 
相当額   1,437  282  7  1,727

減価償却累
計額相当額  823  152  2  979

減損損失累
計額相当額  96  －  －  96

期末残高 
相当額   517  129  4  652

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  (百万円)

未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年以内 297

 １年超 774

 合計 1,071

リース資産減損勘定の残高 68

  (百万円)

未経過リース料中間期末残高相当額

 １年以内 309

 １年超 710

 合計 1,020

リース資産減損勘定の残高 47

(百万円)

未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 301

 １年超 741

 合計 1,043

リース資産減損勘定の残高 58

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(百万円)

支払リース料 199

リース資産減損勘定の取崩額 9

減価償却費相当額 187

支払利息相当額 8

減損損失 10

(百万円)

支払リース料 170

リース資産減損勘定の取崩額 10

減価償却費相当額 196

支払利息相当額 9

減損損失 －

(百万円)

支払リース料 377

リース資産減損勘定の取崩額 19

減価償却費相当額 366

支払利息相当額 17

減損損失 10

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数として、残存

価額を10％とする定率法の償却額に９

分の10を乗じた方法によっている。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については利息法に

よっている。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１）株式取得による会社等の買収（子会社

化）について 

────── ────── 

  平成18年10月２日の取締役会における決

議により、株式会社コスモグラフィックの

株式を取得し、子会社とした。 

（１）株式取得の理由 

  同社の持つシステム開発力とデータ処

理能力を当社の保有技術と融合させ、生

産力の拡大を図るため、取得の決定をし

た。 

（２）株式の取得先 

柴田和徳氏 他21名 

（３）対象会社の概要 

① 商号 

株式会社コスモグラフィック 

② 事業内容 

製版業 

③ 規模 

資本金：95百万円 

（平成18年３月31日現在） 

売上高：2,865百万円 

（平成18年３月期） 

④ 株式取得の時期 

平成18年10月 

⑤ 取得株式の数 

3,250株 

⑥  取得価額 

3,264百万円 

⑦ 取得後の持分比率 

100％ 

   

２）重要な子会社等の設立 ────── ────── 

    当社とNation Multimedia Groupの印刷

子会社であるＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd

は、海外出版社が発行する書籍の製造・輸

出、ならびにタイ国内市場を対象とした高

品質な印刷・製本サービスを行う合弁会社

をタイに設立することで基本合意した。 

① 商号 

未定 

② 事業内容 

海外出版社が発行する書籍の製

造・輸出ならびに、タイ国内向けの高

品質の印刷・製本サービスおよび付帯

業務 

③ 規模 

資本金：350百万バーツ 

（約1,050百万円） 

④ 設立の時期 

平成19年１月（予定） 

⑤ 出資比率 

共同印刷（株）            49％ 

ＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd 49％ 

SAN－MIC（Thailand）      ２％ 

   

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

３）固定資産の譲渡について    

   平成18年11月29日の取締役会において、

当社所有の独身寮廃止に伴い、同土地につ

いて譲渡することを決議した。 

① 譲渡する相手会社 

三菱地所株式会社 

② 譲渡資産の種類、譲渡前の使途 

土地513.65㎡ 

当社の独身寮として使用 

③ 譲渡時期 

平成18年12月13日に引渡し 

④ 譲渡価額 

623百万円 

⑤ 譲渡益 

580百万円（譲渡経費控除後） 

────── ────── 



(2) 【その他】 

 平成19年11月９日開催の取締役会において第128期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）の中間

配当につき、次のとおり決議した。 

Ⅳ）当社の定款第49条の規定に基づき、平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記

録された株主または登録質権者に対して中間配当金を支払う。 

Ⅰ） 中間配当金総額   360,591,508円 

Ⅱ） １株当たり中間配当金   ４円00銭 

Ⅲ） 
支払請求権の効力発生日

及び支払開始日 
  平成19年12月３日 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

  

事業年度 

（第127期） 

事業年度 

（第127期） 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

平成19年６月28日 

関東財務局長に提出 

平成19年９月５日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はない。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日 

共同印刷株式会社      

  取締役会 御中  

  明和監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 嘉雄   印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大久保 晴雄  印 

  業務執行社員   公認会計士 西川 一男   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている共同印

刷株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、共同印刷株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．追加情報に記載のとおり、会社は平成18年９月27日の取締役会において、会社の連結子会社である近畿共同印刷株

式会社の移転に伴い、会社の土地について譲渡することを決議した。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、１）会社は平成18年10月２日の取締役会における決議により、株式会社コスモグ

ラフィックの株式を取得し子会社とした。２）会社とNation Multimedia Groupの印刷子会社であるＷＰＳ

（Thailand）Co.,Ltdは海外出版社が発行する書籍の製造・輸出、ならびにタイ国内市場を対象とした高品質な印

刷・製本サービスを行う合弁会社をタイに設立することで基本合意した。３）会社は平成18年11月29日の取締役会に

おいて、会社所有の独身寮廃止に伴い、同土地について譲渡することを決議した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月14日 

共同印刷株式会社      

  取締役会 御中  

  明和監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 嘉雄   印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 高品 彰    印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西川 一男   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる共同印刷株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、共同印刷株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日 

共同印刷株式会社      

  取締役会 御中  

  明和監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 嘉雄   印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大久保 晴雄  印 

  業務執行社員   公認会計士 西川 一男   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている共同印

刷株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第127期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、共同印刷株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．追加情報に記載のとおり、会社は平成18年９月27日の取締役会において、会社の連結子会社である近畿共同印刷株

式会社の移転に伴い、会社の土地について譲渡することを決議した。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、１）会社は平成18年10月２日の取締役会における決議により、株式会社コスモグ

ラフィックの株式を取得し子会社とした。２）会社とNation Multimedia Groupの印刷子会社であるＷＰＳ

（Thailand）Co.,Ltdは海外出版社が発行する書籍の製造・輸出、ならびにタイ国内市場を対象とした高品質な印

刷・製本サービスを行う合弁会社をタイに設立することで基本合意した。３）会社は平成18年11月29日の取締役会に

おいて、会社所有の独身寮廃止に伴い、同土地について譲渡することを決議した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月14日 

共同印刷株式会社      

  取締役会 御中  

  明和監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 嘉雄   印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 高品 彰    印 

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西川 一男   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる共同印刷株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第128期事業年度の中間会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、共同印刷株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 
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